
知ってトクする年金の話

ユウ

コウタ

年金受給を開始するときに、年金請求書の提出が必
要だよ。65歳時に繰下げ選択をしていても、改め
て請求手続きが必要だから忘れないようにね。

年金の繰下げ受給をするかどうかは65歳時に決め
るんだよね？ 繰り下げた年金の受給を始めるとき
には何か手続きが必要なの？

ユ　ウ： 65歳からの年金の受け取り方には4つのパターンがあるんだよね。
コウタ： ① 老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳から受給
 ② 老齢基礎年金は65歳から受給、老齢厚生年金を繰り下げる
 ③ 老齢厚生年金は65歳から受給、老齢基礎年金を繰り下げる
 ④ 老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰り下げる（66歳以降受給）
 の4つだね。①～③を選ぶ場合は事前に日本年金機構から送ら

れてくるはがき形式の請求書にチェックを入れて返送するん
だよ。

ユ　ウ： 両方の年金を繰り下げる場合はどうするの？
コウタ： その場合は請求書のはがきを返送しないでおくんだよ。
ユ　ウ： 両方の年金を65歳から受けるときと、どちらか一方の年金を65歳から受けるときは請求手続きが必要だ

から年金請求書を返送するってことだね。繰下げを選択した年金の請求書はまだ出さなくていいんだね。
コウタ： 繰下げ受給を選択した年金に関しては請求を保留しているわけだから、受け始めるときには、その請求手

続きが必要になるんだよ。
ユ　ウ： 繰り下げた老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け始めたいとき

は、どんな手続きが必要なの？
コウタ： 支給繰下げ請求書に必要な書類を添えて年金事務所に提出す

るんだ。支給繰下げ請求書は日本年金機構ホームページから
ダウンロードすることもできるよ。

ユ　ウ： 繰り下げた年金はいつから受け始めていいの？
コウタ： 66歳以降ならいつでも好きなタイミングで繰下げ請求でき

るけど、繰下げできる年齢には上限があって75歳までに請
求しなければいけないよ。

ユ　ウ： 増額率は1ヵ月当たり0.7％だよね。66歳0ヵ月で請求する
と8.4％増額、75歳0ヵ月で請求すると84.0％＊増えるって
ことだね。

コウタ： 75歳0ヵ月以降に請求しても増額率はそれ以上増えないか
ら、請求手続きを忘れないようにしないとね。

65歳で年金の繰下げ受給を選択したら
受給開始時にもう一度請求手続きが必要？

繰下げ受給の
増額率

65歳になった月から
繰下げ申し出月の前月までの月数×0.7％＝

■	65歳時の年金請求書

■	老齢年金の支給繰下げ請求書（抜粋）

　年金裁定請求書/支給繰下げ請求書
基礎
厚生

個人番号（マイナンバー）*

年金証書の年金コード*

生年月日

ア　

イ

ウ

ア　老齢基礎年金を現時点で繰り下げて受け取ります。

イ

ウ

老齢厚生年金の受取方法

老齢基礎年金の受取方法

希望する年金の受取方法に〇印をつけてください。

　昭　和
　　　　　年　　　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　　　日

令和　　　年　　　月　　　日　提出　

実施機関等

受付年月日

➊

➋

➏

➐

特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった方または、老齢基礎年金/老齢厚生年金の受給
権者が、66歳以降に老齢基礎年金/老齢厚生年金をさかのぼって請求するときまたは、繰り下
げて受けようとするときの請求書。

本来請求
繰下げ

老齢厚生年金を既に受給中の場合

は右の欄にチェックしてください。
✔

老齢基礎年金を既に受給中の場合

は右の欄にチェックしてください。
✔

職員記入欄　（以下は記入する必要はありません。）

繰下げみなし
（５年前）

右面の「記入上の注意」をよく読んでからご記入ください。

本来

みなし増額

繰下げ

本
来

65－ 老厚
老基

老基 老厚 受 付 年 月 日 時効
区分

年 　 　 月 　 　 日

年 　 　 月 　 　 日

年 　 　 月 　 　 日

01 21
05 
11

33 43 53

03 13 23

事由

時効
区分

共 済 他 年 金 欄

改 定 年 月 日
54－

配 状
年 金 種 別

□機　構

□国共済

□地共済（　　　　　）

□私学共済

受 付 年 月 日配状年金コード

年 　 　 月 　 　 日

年 　 　 月 　 　 日

年 　 　 月 　 　 日

年 　 　 月 　 　 日

老齢

様式第235-1号

〒
住　所

-

氏　名

（フリガナ）

連　絡　先　　　　　　                                  　　   －　　 　　　　    　　－　

老齢厚生年金を65歳（受給権発生時点）までさかのぼって受け取ります。

老齢厚生年金を現時点で繰り下げて受け取ります。

老齢基礎年金を65歳（受給権発生時点）までさかのぼって受け取ります。

　（後日、あらためて老齢厚生年金の請求を行う予定です。）

老齢厚生年金は今回請求しません。

老齢基礎年金は今回請求しません。
　（後日、あらためて老齢基礎年金の請求を行う予定です。）

70歳後に請求する場合は、請求の日の5年前の日の翌月分からの受け取りとなります。

70歳後に請求する場合は、請求の日の5年前の日の翌月分からの受け取りとなります。

14 
24

職員記入欄

二次元コード

生　計　維　持　申　立

上記の者は、受給権を取得した当時から引き続き生計を維持していることを申し立てる。
上記の配偶者によって、私は生計を維持されていることを申し立てる。

配偶者および子の氏名 生　年　月　日 個人番号（マイナンバー）
または基礎年金番号

受給権者
との続柄

障害の状態の有無

昭和 ・ 平成 ・ 令和　　　年　　 月　 　日

　　　　　平成 ・ 令和　　　年　　 月　 　日

　　　　平成 ・ 令和　　　年　 　月　　 日

あ　る　・　な　い

あ　る　・　な　い

あ　る　・　な　い

（生計維持申立欄中       は、いずれか該当する方に「✔」を記入してください。）

➑

令和　　　年　　　月　　　日　　　　

受給権者氏名　　　　　　　　　　　　

✔

✔

✔

➌

➍

➎

・➏および➐は、希望する年金の受取方法に〇印をつけてください。

　アに○印をつけた場合
　原則、請求した日※の属する月の翌月分から増額された年金を受け取れます。

　※　75歳到達後に繰下げ請求を行った場合は、75歳到達日に繰下げ請求を行ったも
　　　のとみなされます。

　イに○印をつけた場合
　65歳時点の年金額をさかのぼって受け取れます。ただし、70歳到達後に請求する場

　合は、請求した日の５年前の日に繰下げ請求をしたものとして、５年前の日の属す

　る月の翌月分から増額された年金※をさかのぼって受け取れます。

　※　障害年金や遺族年金を受給している場合など、増額されない場合があります。

　ウに○印をつけた場合
　繰下げを希望する時期にあらためて手続きが必要になります。

［［記記入入上上のの注注意意］］

・➑欄には加給年金額の対象者である配偶者および子(１８歳到達日以後の最初の

　３月３１日までの間にある子または国民年金法および厚生年金保険法の障害等級

　の１級または２級に該当する障害の状態にある２０歳未満の子)を生計維持してい

　る場合または、加給年金額が加算されていた配偶者に生計を維持されていた場合

　にご記入ください。

基礎年金番号

障害年金や遺族年金などの他の年金の受給権がある場合は以下の点にご注意くだ
さい。（障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金のみ受け取る権利がある場
合の老齢厚生年金は除きます。）

①　66歳の誕生日前に、障害年金や遺族年金などの他の年金の受給権を有した場
　合、繰下げの請求を行うことはできません。

②　66歳の誕生日以降、障害年金や遺族年金などの他の年金の受給権を有したこ
　とがある方が、それ以後、支給繰下げの請求をした場合は、他の年金の受給権
　を有した日において支給繰下げの請求があったものとみなされます。

＜＜繰繰下下げげ請請求求のの注注意意点点＞＞

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

黒インクのボールペンでご記入ください。鉛筆や、摩擦に伴う温度変化等により
消色するインクを用いたペン又はボールペンは、使用しないでください。

＊昭和27年4月2日以降生まれの人に適用。昭和27年4月1日以前生まれの人の増額率の上限は
42％（70歳以降は一定）です。


